
赤字下線：今回改正箇所

新 旧

用地補償総合技術業務積算基準　新旧対照表（案）

注 本表規模欄に定める面積以外の場合は、表９－３－４の補正率表を適用するものとする。

ただし、非木造建物Ｄにあっては、木造建物の表９－１－３の補正率を適用するものとす

る。

表９－３－４

建 物 ㎡以上 ㎡以上 ㎡以上 ㎡以上200 400 600 1,000
延べ面積 ㎡未満 ㎡未満 ㎡未満 ㎡未満 ㎡未満200 400 600 1,000 1,500

0 . 8 0 1 . 0 0 1 . 4 0 1 . 9 0 2 . 6 0補 正 率

㎡以上 ㎡以上 ㎡以上 ㎡以上 ㎡以上1,500 2,000 3,000 4,000 5,000
㎡未満 ㎡未満 ㎡未満 ㎡未満 ㎡未満2,000 3,000 4,000 5,000 7,000

3 . 2 0 4 . 1 0 5 . 2 0 6 . 2 0 7 . 5 0

㎡以上 ㎡以上 ㎡以上7,000 10,000 15,000
㎡未満 ㎡未満10,000 15,000

9 . 5 0 1 2 . 3 0 1 5 . 9 0

⑥－４ 建物等の法令適合性の照合

建物等の法令適合性の照合を行う対象法令を建築基準法第 条（特殊建築物等の避難及び35

消火に関する技術的基準 、 とし、必要に応じ） 第 条（防火地域及び準防火地域内の建築物）61

施設改善費用に係る運用益損失額の照合を行うもので、その区分は、表９－４－１によるもの

とし、各区分の直接人件費の積算は、表９－４－２により行うものとする。

表９－４－１

区 分 区 分 の 細 目

法令適合性照合（ ） 木造建物（建築基準法 に該当する建築物）1 第 条61

法令適合性照合（ ） 木造建物（建築基準法第 条、 に該当する建築物）2 35 第 条61

法令適合性照合（ ） 木造建物・非木造建物（建築基準法第 条に該当する建築物）3 35

表９－４－２

区 分 単 位 規模 職 種 外 業 内 業 計 備 考

法令適合性照合（ ） 技 師 長 － 人1 0.04 0.04
木造建物 棟 － 技 師 Ｂ － 人0.37 0.37

注 本表規模欄に定める面積以外の場合は、表９－３－４の補正率表を適用するものとする。

ただし、非木造建物Ｄにあっては、木造建物の表９－１－３の補正率を適用するものとす
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新 旧

２）直接経費

直接経費は、次により積算するものとする。

イ 材料費等

材料費等は、業務を実施するに当たって必要な材料等の費用とし、直接人件費の７％を計

上する。

ロ 旅費交通費

旅費交通費は、業務を実施するために必要な交通、滞在、運搬等の費用とし、積算に当たって

は、用地調査等業務費積算基準（案）第３業務費の内容及び積算１直接原価( )直接経費ロ旅費2

交通費に定めるところにより行うものとする。

３）その他原価

その他原価は、次式により算定した額の範囲内とする。

その他原価 ＝ 直接人件費 × α／（１－α）

ただし、αは業務原価（直接経費の積上計上分を除く）に占めるその他原価の割合であり、３

５％とする。

４）一般管理費等

一般管理費等は、次式により算定した額の範囲内とする。

一般管理費等 ＝ 業務原価 × β／（１－β）

ただし、βは業務価格に占める一般管理費等の割合であり、３５％とする。

（３）業務価格の端数処理

、 。 。業務価格は 原則として 円単位とする 円単位での調整は一般管理費等で行う10,000 10,000

２）直接経費

直接経費は、次により積算するものとする。

イ 材料費等

材料費等は、業務を実施するに当たって必要な材料等の費用とし、直接人件費の７％を計
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ロ 旅費交通費

宿泊、滞在を伴わない業務の場合の旅費交通費の積算に当たっては、直接人件費に対し、

下記表の率を乗じた額を旅費交通費として積算する。

往復旅行時間に係る直接人件費は積算上含まれているため、別途計上しない。現地条件等に

より下表によりがたい場合は、設計業務等標準積算基準書（参考資料）第１編総則第２章積

算基準第１節積算基準１－３－３を適用する。

区 分 旅費交通費

用地補償総合技術業務 直接人件費の２．８５％
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